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報告第１号 

専決処分の報告について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議 

会において指定されている事項について、別紙のとおり専決処分したので、同

条第２項の規定により報告する。 

  令和６年２月５日提出 

                      戸田市長 菅 原 文 仁  
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専決第１号 

専 決 処 分 書 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議

会の議決により指定された損害賠償について、次のとおり専決処分する。 

 損害賠償の額を定めることについて 

 戸田市後期高齢者医療特別会計における消費税及び地方消費税に係る延滞税

並びに無申告加算税について、損害賠償の額を次のとおり定めるものとする。 

１ 損害賠償の額    １４７,４００円 

２ 損害賠償の相手方  国 

３ 概要 

  埼玉県後期高齢者医療広域連合から本市が委託を受け実施している高齢者

保健事業について、令和５年５月１７日付け厚生労働省事務連絡により、当

該委託費を特別会計の歳入で受け入れる場合は、消費税及び地方消費税（以

下「消費税等」という。）の申告並びに納付が必要であることが判明した。本

市は、戸田市後期高齢者医療特別会計において、当該委託費を受け入れてい

ることから、申告義務が生じた消費税等の申告を令和５年１０月１８日付け

で行い、同年１０月３０日付けで当該消費税等を納付した結果、平成３０年

度及び令和元年度分の消費税等について、延滞税及び無申告加算税が発生し

たものである。 

  令和６年１月４日 

                  戸田市長 菅 原 文 仁  
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報告第２号 

   専決処分の報告について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議

会において指定されている事項について、別紙のとおり専決処分したので、同

条第２項の規定により報告する。 

  令和６年２月５日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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専決第２号 

専 決 処 分 書 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議

会の議決により指定された自動車事故に伴う損害賠償について、次のとおり専

決処分する。 

損害賠償の額を定めることについて 

 庁用自動車（大宮８００は１１７３）事故に係る損害賠償の額を次のとおり

定めるものとする。 

１ 損害賠償の額     ６３,７８９円 

２ 損害賠償の相手方 

   所在地  戸田市新曽南三丁目４番２５号 

   名 称  医療法人髙仁会 戸田病院 

   代表者  院長 髙 橋 太 郎 

３ 概要  

  令和５年９月２７日（水）午前９時頃、戸田市新曽南三丁目４番２５号先

の路上にて、対向車両とすれ違いの際に、庁用自動車の右側後方部と対向車

両の右後方バンパーが接触し、車両損害を発生させたものである。 

  令和６年１月１０日 

                      戸田市長 菅 原 文 仁  
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